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1. 概要

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

術基準規則」という。）第 7 条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合し，技術基準規則第 54 条及び

その解釈に規定される重大事故等対処設備に配慮する設計とするため，Ⅵ-1-1-3「発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅥ-1-1-3-4-3「降

下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「4.1 構造物への荷重を考慮する施

設」にて設定している原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以

下「海水ポンプ」という。）が，降下火砕物に対して構造健全性を維持することを確認

するための強度評価方針について説明するものである。 

強度評価は，Ⅵ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説

明書」のうちⅥ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」に示す適用規格・基準等

を用いて実施する。 

降下火砕物の影響を考慮する施設のうち，海水ポンプの具体的な計算の方法及び結果

は，Ⅵ-3-別添 2-3「原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの強

度計算書」に示す。 
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2. 強度評価の基本方針

強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として，「4.1 荷重及

び荷重の組合せ」で示す降下火砕物による荷重と組み合わすべき他の荷重による組合せ

荷重により発生する応力が，「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを，「5. 

強度評価方法」で示す評価方法及び考え方を使用し，「6. 適用規格・基準等」で示す

適用規格・基準等を用いて確認する。 

2.1 評価対象施設 

本資料における評価対象施設は，Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設

の設計方針」の「4. 要求機能及び性能目標」に設定している構造物への荷重を考慮

する施設のうち，海水ポンプを強度評価の対象施設とする。 
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3. 構造強度設計

Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」で設定している降下火砕物特性に対

し，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している構造物への荷重を考慮する施設が，構

造強度設計上の性能目標を達成するように，Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮す

る施設の設計方針」の「5. 機能設計」で設定している海水ポンプが有する機能を踏ま

えて，構造強度の設計方針を設定する。 

また，想定する荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷重に対し，海水ポンプの

構造強度を保持するように構造設計と評価方針を設定する。 

3.1 構造強度の設計方針 

海水ポンプは，Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の

「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している構造強度設計

上の性能目標を踏まえ，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）を考慮した荷重に

対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，取水槽海水ポンプエリアの基礎部に

固定し，海水ポンプの主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。 

3.2 機能維持の方針 

Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「4. 要求機能及

び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するために，「3.1 構

造強度の設計方針」に示す構造を踏まえ，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本

方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重条件を適切に

考慮して，構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定する。 

(1) 原子炉補機海水ポンプ

a. 構造設計

原子炉補機海水ポンプは，鋼製の立形ポンプ，原動機及び端子箱等で構成され

る。原動機は立形ポンプの上に取り付け，原動機によりポンプの軸を回転させ

る。 

原子炉補機海水ポンプは，ポンプベースに固定する。原動機は，原動機台と結

合する。原動機台は，ポンプベースに固定し，基礎部に据え付ける。端子箱等の

ポンプの機能維持に必要な付属品は，原動機にボルトで結合する。原動機の形状

は，円筒形を基本とした適切な強度を有する鋼製のフレームに端子箱等が付加さ

れた形態である。 

想定する降下火砕物及び積雪（以下「降下火砕物等」という。）の堆積による

鉛直荷重は，原動機の上部カバーに作用し，原動機フレーム及び原動機台を介し

て基礎部に伝達する。また，風（台風）による水平荷重は，原動機フレーム及び



4 

S2
 補

 Ⅵ
-3
-別

添
2-
1-
1 
R0
 

原動機台に作用し，原動機台を介して基礎部に伝達する。更に，ポンプスラスト

荷重は軸受を介し，全て原動機フレーム及び原動機台に作用する。 

原子炉補機海水ポンプの構造計画を表 3－1 に示す。 

b. 評価方針

原子炉補機海水ポンプは，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針と

する。想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）を考慮した荷重に対し，荷重の

作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて，原子炉補機海水ポンプを構成

する上部カバー，原動機フレーム及び原動機台が，おおむね弾性状態に留まるこ

とを「5. 強度評価方法」に示す計算により確認する。 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する強度評価を，Ⅵ -3-別添2-3

「原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの強度計算書」に

示す。 

表 3－1 原子炉補機海水ポンプの構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

原子炉補機海水ポンプは，取水槽の取水槽海水ポンプエリアに設置する。 

原子炉補機

海水ポンプ 

原動機及び

原動機に結

合されたポ

ンプで構成

する。 

基礎部に基

礎ボルトで

固定する。 

基礎ボルト  

原動機台  

原動機フレーム  

端子箱  

上部カバー  

(b)側面図

(a)上面図

ポンプベース  

A 部  

A 部詳細（内部）  
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(2) 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

a. 構造設計

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，鋼製の立形ポンプ，原動機及び端子箱等

で構成される。原動機は立形ポンプの上に取り付け，原動機によりポンプの軸を

回転させる。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，ポンプベースに固定する。原動機は，原

動機台と結合する。原動機台は，ポンプベースに固定し，基礎部に据え付ける。

端子箱等のポンプの機能維持に必要な付属品は，原動機にボルトで結合する。原

動機の形状は，円筒形を基本とした適切な強度を有する鋼製のフレームに端子箱

が付加された形態である。 

想定する降下火砕物等の堆積による鉛直荷重は，原動機上部のキャップに作用

し，原動機フレーム及び原動機台を介して基礎部に伝達する。また，風（台風）

による水平荷重は，原動機フレーム及び原動機台に作用し，原動機台を介して基

礎部に伝達する。更に，ポンプスラスト荷重は軸受を介し，全て原動機フレーム

及び原動機台に作用する。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの構造計画を表 3－2 に示す。 

b. 評価方針

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度

評価方針とする。想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）を考慮した荷重に対

し，荷重の作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて，高圧炉心スプレイ

補機海水ポンプを構成するキャップ，原動機フレーム及び原動機台が，おおむね

弾性状態に留まることを「5. 強度評価方法」に示す計算により確認する。 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する強度評価を，Ⅵ-3-別添 2-3

「原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの強度計算書」に

示す。 
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表 3－2 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，取水槽の取水槽海水ポンプエリアに設置する。 

高圧炉心ス

プレイ補機

海水ポンプ 

原動機及び

原動機に結

合されたポ

ンプで構成

する。 

基礎部に基

礎ボルトで

固定する。 

 基礎ボルト  

原動機台  

原動機フレーム  

端子箱  

キャップ

(b)側面図

(a)上面図

ポンプベース  

A 部  

A 部詳細（内部）  
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

評価対象施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを「4.1 荷重及び荷重の組

合せ」に，許容限界を「4.2 許容限界」に示す。 

 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関

する基本方針」の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ，以下のとおり

設定する。 

 

(1) 荷重の種類 

a. 常時作用する荷重(Ｆｄ) 

常時作用する荷重は，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」の

「2.1.3(2)a. 荷重の種類」で設定している常時作用する荷重に従って，持続的

に生じる荷重である自重とする。 

 

b. 降下火砕物による荷重(Ｆａ) 

降下火砕物による荷重は，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」の

「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」に示す降下火砕物の特性及び

「2.1.3(2)a. 荷重の種類」に示す降下火砕物による荷重を踏まえて，湿潤密度

1.5g/㎤の降下火砕物が 56 ㎝堆積した場合の荷重として堆積量 1cm ごとに

147.1N/m2 の降下火砕物による荷重が作用することを考慮し設定する。 

 

c. 積雪荷重(Ｆｓ) 

積雪深は，Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の

防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」に示す組み合わせる積雪深を踏まえ

て，松江地方気象台での観察記録（1941 年～2018 年）により設定した設計基準

積雪量 100 ㎝に平均的な積雪荷重＊を与えるための係数 0.35 を考慮し 35cm とす

る。積雪荷重については，建築基準法施行令第 86 条第 2 項により，積雪量 1 ㎝

ごとに 20N/m2 の積雪荷重が作用することを考慮し算出する。 

注記 ＊：建築物の構造関係技術基準解説書 

 

d. 風荷重(Ｗ) 

風速は，Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関

する基本方針」の「4.1(4) 自然現象の組合せの方針」に示す組み合わせる風速

を踏まえて，建築基準法施行令に基づく平成 12 年建設省告示第１４５４号に定

められた松江市の基準風速である 30m/s とする。 
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e. 運転時の状態で作用する荷重(Ｐ) 

運転時の状態で作用する荷重は，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方

針」の「2.1.3(2)a. 荷重の種類」で設定している運転時の状態で作用する荷重

に従って，ポンプスラスト荷重等の運転時荷重とする。 

 

(2) 荷重の組合せ 

a. 降下火砕物による荷重，積雪荷重及び風荷重の組合せ 

降下火砕物による荷重，積雪荷重及び風荷重については，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山

への配慮に関する基本方針」の「2.1.3(2)b. 荷重の組合せ」を踏まえて，それ

らの組合せを考慮し，自然現象の荷重として扱う。自然現象の荷重は短期荷重と

して扱う。 

 

b. 荷重の組合せ 

荷重の組合せについては，自然現象の荷重及び常時作用する荷重を組み合わせ

る。 

ただし，海水ポンプは動的機器であるため，運転時の状態で作用する荷重を考

慮する。 

上記を踏まえ，海水ポンプの強度評価における荷重の組合せについては，施設

の設置状況及び構造等を考慮し設定する。対象施設の荷重の組合せを考慮した結

果を表 4－1 に示す。 

 

表 4－1 荷重の組合せ 

考慮する荷重

の組合せ 

荷重 

常時作用する

荷重(Ｆｄ) 

降下火砕物等

の堆積による

荷重(ＦＶ) 

ポンプスラスト

荷重（Ｐ） 

風荷重

(Ｗ) 

ケース 1 ○ ○ ○ ○ 

注：○は考慮する荷重を示す。 
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(3) 荷重の算定方法 

「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重のうち，「4.1(2)a. 降下火砕物に

よる荷重，積雪荷重及び風荷重の組合せ」で設定している自然現象の荷重の鉛直荷

重及び水平荷重の算出式及び算出方法を以下に示す。 

a. 記号の定義 

荷重の算出に用いる記号を表 4－2 に示す。 

 

表 4－2 荷重の算出に用いる記号 

記 号 単 位 定 義 

Ａ m2 風の受圧面積（風向に垂直な面を投影した面積） 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｅ' － 建築基準法施行令第 87 条第 2 項に規定する数値 

Ｅr － 
建設省告示第１４５４号の規定によって算出した平均風速の高

さ方向の分布を表す係数 

Ｆａ N/m2 湿潤状態の降下火砕物による荷重 

Ｆｄ N 常時作用する荷重 

Ｆｓ N/m2 積雪荷重 

ＦＶ N/m2 降下火砕物の荷重と積雪による荷重の和 

Ｇ － ガスト影響係数 

g m/s2 重力加速度（＝9.80665） 

Ｈ m 全高 

Ｈａ m 降下火砕物の層厚 

Ｈｓ ㎝ 積雪深 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｐ kg ポンプスラスト荷重 

ＶＤ m/s 基準風速 

Ｗ N 風荷重 

Ｚｂ m 地表面粗度区分に応じて建設省告示第１４５４号に掲げる数値 

ＺＧ m 地表面粗度区分に応じて建設省告示第１４５４号に掲げる数値 

α － 地表面粗度区分に応じて建設省告示第１４５４号に掲げる数値 

ρ1 kg/m3 降下火砕物の湿潤密度 

ρ2 N/(m2・㎝) 建築基準法施行令に基づき設定する積雪の単位荷重 
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b. 鉛直荷重 

鉛直荷重については，湿潤状態の降下火砕物及び積雪を考慮する。 

湿潤状態の降下火砕物による荷重は，次式のとおり算出する。 

     Ｆａ＝ρ 1・g・Ｈａ  

積雪荷重は，次式のとおり算出する。 

     ＦＳ＝ρ 2・Ｈｓ  

湿潤状態の降下火砕物に積雪を踏まえた鉛直荷重は，次式のとおり算出する。 

     ＦＶ＝Ｆａ＋ＦＳ 

表 4－3 に入力条件を示す。 

 

表 4－3 入力条件 

ρ1 

（㎏/m3） 

g 

（m/s2） 

Ｈａ 

（m） 

ρ2 

（N/(m2・㎝)） 

ＨＳ 

（cm） 

1500 9.80665 0.56 20 35 

 

以上を踏まえ，降下火砕物等の堆積による鉛直荷重は，8938N/m2 とする。 

 

c. 水平荷重 

水平荷重については，風を考慮する。風速を建築基準法施行令の基準風速に基

づき 30m/s に設定し，風荷重を算出する。 

風荷重の算出式は建築基準法施行令第 87 条に基づき，以下のとおりである。 

     Ｗ＝ｑ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

     ｑ＝0.6・Ｅ'・ＶＤ
2 

     Ｅ'＝Ｅｒ
2・Ｇ 

     Ｅｒ＝1.7・(Ｈ／ＺＧ)α (ＨがＺｂを超える場合) 

     Ｅｒ＝1.7・(Ｚｂ／ＺＧ)α  (ＨがＺｂ以下の場合) 

 

 4.2 許容限界 

許容限界は，Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標及び

「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて評価対象部位ごとに設定す

る。 

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた，

評価対象部位ごとの許容限界を表 4－4 に示す。 
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(1) 上部カバー，キャップ，原動機台及び原動機フレーム 

構造強度評価においては，降下火砕物等の堆積による鉛直荷重，風（台風）によ

る水平荷重及びその他の荷重に対し，海水ポンプを構成する上部カバー，キャッ

プ，原動機台及び原動機フレームが，おおむね弾性状態に留まることを計算により

確認する評価方針としていることを踏まえ，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥ

ＡＧ ４６０１-1987（日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）に準じ

て許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定する。許容応力状態ⅢＡＳ

における海水ポンプの許容限界を表 4－5 に示す。 

 

表 4－4 許容限界 

施設名称 
荷重の 

組合せ 

評価対象 

部位 

機能損傷モード 

許容限界 応力の 

状態 
限界状態 

海水ポンプ 

Ｆｄ＋Ｆｖ 

＋Ｐ＋Ｗ 
原動機台 圧縮，曲げ 

部材が弾性

域に留まら

ず，塑性域

に入る状態 

Ｊ Ｅ Ａ Ｇ ４

６ ０ １ に 準

じ て 許 容 応

力 状 態 Ⅲ Ａ

Ｓ の 許 容 応

力 以 下 と す

る。 

Ｆｄ＋Ｆｖ 

＋Ｐ＋Ｗ 

原動機 

フレーム 
圧縮，曲げ 

Ｆｄ＋Ｆｖ 
上部カバー，

キャップ 
曲げ 

 

表 4－5 海水ポンプの許容限界 

許容応力状態 

許容限界  

一次応力 

圧縮 曲げ 

ⅢＡＳ 1.5・fｃ 1.5・fｂ 
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5. 強度評価方法 

評価手法は，以下に示すとおり，適用性に留意の上，規格及び基準類や既往の文献に

おいて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。 

・定式化された評価式を用いて算出 

風荷重による影響を考慮する施設については，建築基準法施行令等に基づき風荷重を

考慮し，設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから，海水ポンプの評

価上高さの 1/2 に集中荷重として作用するものとしており，これはＪＥＡＧ４６０１耐

震評価における 1 質点系モデルと等価なものであり，地震荷重を風荷重と置き換えＪＥ

ＡＧ４６０１に基づき評価を行う。 

風荷重を考慮した，降下火砕物等の堆積による鉛直荷重が作用する場合に強度評価を

行う施設の強度評価方法として，海水ポンプの強度評価方法を以下に示す。 

 

5.1 評価条件 

  海水ポンプの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

(1) 風荷重による影響が大きな原動機フレーム及び原動機台の強度計算モデルは，1

質点系モデルとして評価を行う。なお，1 質点系モデルの強度計算において，海水

ポンプの評価上高さの 1/2 に集中荷重として作用するものとする。計算モデル図

を図 5－1 に示す。 

(2) 鉛直荷重によって一様な応力が発生する上部カバー及びキャップは，機械工学

便覧の計算方法を用いて評価を行う。計算モデル図を図 5－2 に示す。 

(3) 計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

 

 5.2 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5－1 に示す。 

 

表 5－1 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力の状態 

原動機台 圧縮，曲げ 

原動機フレーム 圧縮，曲げ  

上部カバー，キャップ 曲げ 
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 5.3 強度評価方法 

(1) 記号の説明 

海水ポンプの強度評価に用いる記号を表 5－2 に示す。 

表 5－2 海水ポンプの強度評価に用いる記号（1/3） 

記 号 単 位 定 義 

Ａ1 m2 風の受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

Ａ11 m2 原動機台の評価に考慮する風の受圧面積（風向に垂直な

面に投影した面積） 

Ａ12 m2 原動機フレームの評価に考慮する風の受圧面積（風向に

垂直な面に投影した面積） 

Ａ2 m2 降下火砕物等の堆積面積 

ａ mm 上部カバー，キャップ外径 

Ｂ1 mm 原動機台外径 

Ｂ2 mm 原動機台内径 

Ｂ3 mm 原動機フレーム外径 

Ｂ4 mm 原動機フレーム内径 

Ｃ － 風力係数 

 Ｅ’ － 建築基準法施行令第 87 条第 2 項に規定する数値 

Ｅｒ － 
建設省告示第１４５４号の規定によって算出した平均風

速の高さ方向の分布を表す係数 

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1 により規定される値 

Ｆｄ N 自重による軸方向荷重 

Ｆｄ 1 N 原動機台自重及び原動機自重による軸方向荷重 

Ｆｄ 2 N 原動機自重による軸方向荷重 

Ｆｐ N ポンプスラスト荷重による軸方向荷重 

Ｆｖ N 降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

 Ｆｖ’ N/m2 単位面積当たりの降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

fｂ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1 により規定される供用状態Ａ及び

Ｂでの許容曲げ応力 

fｃ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1 により規定される供用状態Ａ及び

Ｂでの許容圧縮応力 

Ｇ  － ガスト影響係数 

g m/s2 重力加速度（＝9.80665） 

Ｈ  m ポンプ高さ（全高） 

ＨＳ 1 N 
原動機台に作用する原動機台自重，原動機自重及びポン

プスラスト荷重による軸方向荷重 

ＨＳ 2 N 
原動機フレームに作用する原動機自重及びポンプスラス

ト荷重による軸方向荷重 
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表 5－2 海水ポンプの強度評価に用いる記号（2/3）  

記 号 単 位 定 義 

ｈ1 mm 原動機台取付面から風荷重作用点までの高さ 

ｈ2 mm 原動機取付面から風荷重作用点までの高さ 

Ｍ N･mm 原動機台に作用するモーメント 

  Ｍ’ N･mm 原動機フレームに作用するモーメント 

Ｍ11 N･mm 風（台風）による水平荷重により原動機台に作用するモ

ーメント 

Ｍ12 N･mm 風（台風）による水平荷重により原動機フレームに作用

するモーメント 

Ｍ21 N･mm 鉛直荷重により原動機台に作用するモーメント 

Ｍ22 N･mm 鉛直荷重により原動機フレームに作用するモーメント 

ｍ1 kg 原動機台の質量 

ｍ2 kg 原動機の質量 

Ｐ kg ポンプスラスト荷重 

ｐ N/m2 上部カバー，キャップ評価時の等分布荷重 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｓ1 mm2 原動機台の断面積 

Ｓ2 mm2 原動機フレームの断面積 

Ｓｕ MPa 
ＪＳＭＥ 付録材料図表 Part5 の表にて規定される設計

引張り強さ 

Ｓｙ MPa 
ＪＳＭＥ 付録材料図表 Part5 の表にて規定される設計

降伏点 

ｔ mm 上部カバー，キャップ厚さ 

ＶＤ m/s 基準風速 

Ｗ N 風荷重 

Ｗ1 N 原動機台評価に対する風（台風）による水平荷重 

Ｗ2 N 原動機フレーム評価に対する風（台風）による水平荷重 

Ｚ1 mm3 原動機台の断面係数 

Ｚ2 mm3 原動機フレームの断面係数 

Ｚｂ m 
地表面粗度区分に応じて建設省告示第１４５４号に掲げ

る数値 

ＺＧ m 
地表面粗度区分に応じて建設省告示第１４５４号に掲げ

る数値 

α － 
地表面粗度区分に応じて建設省告示第１４５４号に掲げ

る数値 

π － 円周率 
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評価対象部位  

風  

評価上高さ 

水平荷重  

鉛直荷重  

表 5－2 海水ポンプの強度評価に用いる記号（3/3） 

記 号 単 位 定 義 

σｂ 1 MPa 原動機台に生じる曲げ応力 

σｂ 2 MPa 原動機フレームに生じる曲げ応力 

σｂ’ MPa 上部カバー，キャップに生じる曲げ応力 

σｃ 1 MPa 原動機台に生じる圧縮応力 

σｃ 2 MPa 原動機フレームに生じる圧縮応力 

 

(2) 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 1 質点系モデル図（原動機台，原動機フレーム） 

 

 

 

 

 

 

図 5－2 等分布荷重モデル図（上部カバー及びキャップ） 

  

  (3) 強度評価方法 

a. 鉛直荷重 

(a) 降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

      Ｆｖ＝Ｆｖ’・Ａ2 
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 (b) 自重及びポンプスラスト荷重による軸方向荷重 

イ. 原動機台に作用する原動機台自重，原動機自重及びポンプスラスト荷重

による軸方向荷重 

Ｈｓ 1＝Ｆｄ 1＋Ｆｐ 

ここで， 

       Ｆｄ 1＝（ｍ1＋ｍ2）・g 

       Ｆｐ＝Ｐ・g 

ロ. 原動機フレームに作用する原動機自重及びポンプスラスト荷重による軸

方向荷重 

Ｈｓ 2＝Ｆｄ 2＋Ｆｐ 

       ここで， 

       Ｆｄ 2＝ｍ2・g 

       Ｆｐ＝Ｐ・g 

 

b. 水平荷重 

    (a) 風（台風）による水平荷重 

風（台風）による水平荷重は，4.1(3)c.に示す式に従い，算出する。全高Ｈ

が 5m 以下であるため，ＨがＺｂ以下の場合の式を用いる。 

 

c. 応力評価 

(a) 原動機台に生じる応力 

イ. 曲げ応力 

原動機台に生じる曲げ応力σｂ１は次式により算出される。なお，鉛直荷

重により作用するモーメントの算出においては，保守的に原動機台の外周部

に荷重の作用点を設定し算出する。 

(イ) 風（台風）による水平荷重により原動機台に作用するモーメントＭ 11 

Ｍ11＝Ｗ1・ｈ 1 

(ロ) 鉛直荷重により原動機台に作用するモーメントＭ 21 

 

Ｍ21＝  

 

     (ハ) 原動機台に作用するモーメントＭ 

Ｍ＝Ｍ11＋Ｍ 21 

 

  

（Ｆｖ＋Ｈｓ 1）・Ｂ 1 

2 
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(ニ) 曲げ応力 

 

σｂ 1＝ 

ここで， 

 

Ｚ1＝  ・ 

 

ロ. 圧縮応力 

  原動機台に生じる圧縮応力σｃ1 は次式より算出される。 

 

σｃ 1＝ 

 

ここで， 

 

Ｓ1＝  ・（Ｂ 1
2－Ｂ2

2 ） 

 

原動機台の断面図を図 5－3 に示す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

図 5－3 原動機台の断面図 

 

(b) 原動機フレームに生じる応力 

イ. 曲げ応力 

原動機フレームに生じる曲げ応力σｂ2 は次式により算出される。なお，

鉛直荷重により作用するモーメントの算出においては，保守的に原動機フレ

ームの外周部に荷重の作用点を設定し算出する。 

(イ) 風（台風）による水平荷重により原動機フレームに作用するモーメント

Ｍ12 

Ｍ12＝Ｗ2・ｈ 2 

π  

32 

Ｂ1
4－Ｂ2

4 

Ｂ1 （  ） 

Ｍ 

Ｚ1 

π  

4 

 

Ｆｖ＋Ｈｓ 1 

Ｓ1 

 

Ｂ2 Ｂ1 
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(ロ) 鉛直荷重により原動機フレームに作用するモーメントＭ 22 

 

Ｍ22＝  

 

(ハ) 原動機フレームに作用するモーメントＭ’  

Ｍ’＝Ｍ 12＋Ｍ22 

 

(ニ) 曲げ応力 

 

σｂ 2＝ 

 

ここで， 

 

Ｚ2＝  ・ 

 

ロ. 圧縮応力 

原動機フレームに生じる圧縮応力σｃ2 は次式より算出される。 

 

σｃ 2＝ 

 

ここで， 

 

Ｓ2＝  ・（Ｂ 3
2－Ｂ4

2 ） 

 

原動機フレームの断面図を図 5－4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－4 原動機フレームの断面図 

 

（Ｆｖ＋Ｈｓ 2）・Ｂ 3 

2 

 

（  ） 
π  

32 

Ｂ3
4－Ｂ4

4 

Ｂ3 

Ｍ’ 

Ｚ2 

Ｆｖ＋Ｈｓ 2 

Ｓ2 

 

π  

4 

Ｂ4 Ｂ3 
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(d) 上部カバー，キャップに生じる応力 

イ. 曲げ応力 

上部カバー，キャップの天板に生じる曲げ応力σｂ’は次式により算出さ

れる。 

 

σｂ’＝1.24・ 

 

 

6. 適用規格・基準等 

Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」においては，降下火砕物の影響を考

慮する施設の設計に係る適用規格・基準等を示している。 

これらのうち，海水ポンプの強度評価に用いる規格，基準等を以下に示す。 

(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 松江市建築基準法施行細則（平成 17 年 3 月 31 日 松江市規則第 234 号） 

(3) 建築物荷重指針・同解説 （（社）日本建築学会，2004 年改定） 

(4) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０

１・補－1984（（社）日本電気協会） 

(5) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（（社）日本電気協

会） 

(6) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版（（社）日本

電気協会） 

(7)  発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含

む。））（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）（（社）日本機械学会） 

(8) 新版機械工学便覧（（社）日本機械学会，1987 年） 

ｐ・（ａ／2）2 

ｔ2 




